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第４章 申請データの入力方法 

１ 入札参加資格申請システムへのログイン 

①あいち電子調達共同システム（物品等）ポータルサイト（https://www.buppin.e-aichi.jp/）を

開き、[入札参加資格申請]ボタンをクリックします。 

 

 

②入札参加資格申請システムのトップ画面で［業者用ログイン］ボタンをクリックします。 

 

 

https://www.buppin.e-aichi.jp/
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③継続申請の場合は、現在ご使用の「ｈ（エイチ）」で始まる本店ＩＤとパスワードを入力し、［ロ

グイン］ボタンをクリックします。本店 ID が不明な場合は第４章１（参考１）「本店 ID・パス

ワードを忘れた場合の確認手順」を確認してください。 

新規申請の場合は、第４章１（参考２）「新規申請用 ID の発行手順」を確認し、「n（エヌ）」で

始まる新規申請用 IDの発行を実施後、新規申請用 ID とパスワードでログインしてください。 

 

 

④「入札参加資格申請システム メニュー」画面が表示されたらログイン完了です。 

 初めて本店ＩＤを利用する場合には、パスワードの変更画面の指示に従ってください。 
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（参考１）本店 ID・パスワードを忘れた場合の確認手順 

本店 ID・パスワード、本店用の見積用暗証番号が分からなくなったときは、入札参加資格申請時に

登録いただいた代表メールアドレス宛てに、本店 ID、初期パスワード、初期見積用暗証番号の通知

を受けることができます。 

 

①初期化の操作 

資格申請システムのログイン画面を開いてください。 

本店 ID・パスワード、見積用暗証番号をなくした場合用のリンクを押下してください。 

 

 

②初期化のための情報を入力する 

画面の指示に従って、情報を入力してください。 

代表メールアドレスは、本店の代表メールアドレスとして本システムに登録されているアドレ

スを入力してください。誤ったメールアドレスを入力すると、エラーになります。 

入力者欄には、ご自身の部署名、氏名を入力してください。 

入力完了後、[確認メール送信]ボタンを押下してください。 

 

リンクを押下してください。 
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③確認メールの送信 

代表メールアドレスが正しいことを確認するため、システムより確認メールが配信されます。 

※ メールの到着に時間がかかる可能性があります。しばらくお待ちいただいてから、メール

をご確認ください。 

 

 

以下のようなメールが代表メールアドレスに届きます。（メールソフトによって表示イメージは

異なります）届かない場合は、メールソフトが代表メールアドレスのメールを受信できる設定

となっているか、セキュリティソフト等により迷惑メールとしてブロックされていないかなど

ご確認ください。 

メール本文を開き、記載されている「確認用 URL」を押下して、アクセスしてください。 

確認用 URLにアクセスすると、本店 ID、初期パスワード、初期見積用暗証番号を記載した別

のメールが代表メールアドレスに届きます。 

なお、確認用 URL の有効期間はメール配信日の午前 8 時から午後 8 時までとなっています。

この期間を超えた場合は、再度最初から操作をやり直してください。 
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④パスワード、見積用暗証番号の初期化 

確認用 URLに正常にアクセスできた場合は、以下のような画面が表示されます。 

 

 

また、本店 ID、初期パスワード、初期見積用暗証番号を記載したメールを、代表メールアドレ

スあてにお送りします。セキュリティ確保のため、本システムにアクセスしていただき、すみ

やかに変更してください。 

 

 

 

！ 本店用パスワード又は見積用暗証番号の初期化について 

本店用パスワード又は見積用暗証番号のいずれかだけの初期化はできません。 

したがって、例えば、見積用暗証番号だけ忘れてしまった場合に、この操作で初期化を

行うと、同時に本店用パスワードも初期化されますので、ご注意願います。 
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（参考２）新規申請用 IDの発行手順 

①入札参加資格申請システムのトップ画面で［新規申請用 ID の取得］ボタンをクリックします。 

 

 

②新規申請用 ID の発行を行うため、申請者情報等を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。 
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③内容を確認後、［申請する］ボタンをクリックします。 

 

 

④「n（エヌ）」で始まる新規申請用 IDとパスワードが発行されますので、印刷をして内容を控え

ます。その後、入札参加資格申請システムのトップ画面に戻り［業者用ログイン］ボタンをクリ

ックして、新規申請用 IDとパスワードでログインしてください。 
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２ 継続申請の開始 

①「令和８・９年度」タブが選択されていることを確認し、「継続申請」をクリックします。（この

タブは定時受付期間開始後に表示されます。） 

 

  

！ 「継続申請」が表示されない場合は 

「ｈ（エイチ）」で始まる本店ＩＤでログインしていない可能性がありま

す。 

「n（エヌ）」で始まる新規申請用 ID では「継続申請」のリンクは表示さ

れませんので、一旦ログアウトし、本店ＩＤでログインし直してください。 

本店 ID が不明な場合は第４章１（参考１）「本店 ID・パスワードを忘れた

場合の確認手順」を確認してください。 

 

！ 継続申請の申請項目 

継続申請時に、システム上で表示される画面及び項目は新規申請時と変わりません。

前回申請時の情報を引き継ぐ項目（初期表示される項目）と引き継がない項目（空

白として表示される項目）があります。 

継続申請時に初期表示される項目及び、空欄として表示される項目は、以後の資料

を参照してください。初期表示される内容と現在の状況が異なる場合又は、空白で

表示される項目については現在の状況を入力してください。 

なお、申請項目の詳細については、別紙「下書きチェックシート（継続申請用）」

を参照してください。 

 

②確認事項が表示されますので、内容を確認のうえ［同意する]ボタンをクリックします。 

 

① 

② 
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３ 入力者情報の確認 

申請者情報及び入力者連絡先を確認（必要に応じて修正）し、［次へ］ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 

（※）は入力必須項目 

画面名 区分 
継続申請で 

初期表示される項目 
空欄の項目 

入力者情報の 

確認 申請者情報 

法人または個人の区分【変更

不可】、商号又は名称【変更

不可】 

 

入力者連絡先 

部署名、担当者氏名（※）、

電話番号（※）、FAX 番号、

メールアドレス（※） 
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４ 申請先団体の選択 

 申請先の団体を確認（必要に応じて追加・削除）のうえ［次へ］ボタンをクリックします。 

                                    

 

 

（※）は入力必須項目 

画面名 
継続申請で 

初期表示される項目 
空欄の項目 

申請先団体の選択 申請先自治体（県・市・町村・

一部事務組合）（※） 

 

 

！ 申請を希望する団体について 

申請を希望する団体全てに対してチェックが入っているか確認をしてください。チェッ

クが入っていない場合は、申請を希望する団体に対して手動でチェックを追加してくださ

い。 
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５ 業者基本情報の入力  

業者基本情報を確認（必要に応じて修正）し、空白の項目（自己資本額、製造・販売等実績、

経営状況、常勤職員数、障害者雇用状況）を入力のうえ［次へ］ボタンをクリックします。 

    

 
 

（※）は入力必須項目 

画面名 区分 
継続申請で 

初期表示される項目 
空欄の項目 

業者基本情

報の入力 

 

業者統一番号 業者統一番号【変更不可】  

会社法人等番号 

会社法人等番号（※ 法人の

時のみ）【過去に入力してい

る場合は変更不可】 

 

本店所在地 

郵便番号（※）、住所（※）、

電話番号（※）、FAX 番号、

メールアドレス（※） 

 

登記事項証明書

上の所在地との

差異 

登記事項証明書上の所在地と

の差異の有無（※）、 

郵便番号（※）、所在地（※） 

 

商号又は名称 
商号又は名称【変更不可】、 

フリガナ（※） 

 

代表者職氏名 
職名（※ 法人の時のみ）、 

氏名（※） 

 

自己資本額 

(法人の場合) 

 払込資本金（直前決算）

（※）、 

払込資本金（決算後増減額）

（※）、 

準備金・積立金（直前決算）

（※）、 

準備金・積立金（決算後増

減額）（※） 
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自己資本額 

(個人の場合) 

 自己資本額（※） 

製造・販売等実

績 

 

 

年間売上高（※） 

経営状況 
 流動資産（※）、流動負債

（※） 

営業年数 

創業年月日（※） 

（創業元号が明治以前の場

合、営業年数は初期表示され

ない） 

 

常勤職員数  常勤職員数（※） 

障害者雇用状況  障害者雇用人数（※） 

主たる業種 主たる業種（※）  

官公需組合情報 

(会社種別が「組

合」「その他」

の場合) 

組合規模（※）、適格組合証

明番号（※） 

 

契約辞退等状況 「なし」  

 

！ 会社法人等番号 

新規申請では、履歴事項全部証明書に記載されている、１2 桁（4 桁―2 桁―6 桁）

の番号を入力してください。一度登録されると、次回以降の継続申請で入力の必要はあ

りません（継続申請での変更不可）。 

 

！ 代表者職氏名（職名） 

職名欄と氏名欄には、それぞれ職名、氏名を入力してください。職名欄に氏名も入力

する誤りがよく見受けられます。 

 

！ 金額の入力単位について 

金額は千円単位（千円未満切捨て）で入力してください。1 円単位や、万円単位での

入力誤りがよく見受けられます。 

 

！ 決算後の増減額について 

直前年度決算後の資本金や準備金・積立金の増減額（差額）を入力してください。直前決

算と同額を入力する誤りがよく見受けられます。増減額が無い場合は「0」を入力してくだ

さい。マイナスの場合は半角「-」を付けて入力してください。 
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（参考３）入力データの一時保存の方法 

①  一時保存 

 

 

 

申請データの入力画面において、［一時保存］ボタンをクリックすると「一時保存完了」画

面が表示され、入力内容が一時保存されます。土・日・祝日を含む７日以内に申請入力を再

開しないと、一時保存されたデータは消去されます。また、土・日・祝日を含む７日以内で

あっても、定時受付期間の終了後には一時保存されたデータは消去されます。 
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②  一時保存データの入力再開 

 

一時保存データの入力を再開するには「入札参加資格申請システムメニュー」画面の「申請

手続きの再開」リンクをクリックします。一方、申請を取りやめる場合には「申請の破棄」

リンクをクリックします。 
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６ 契約営業所情報の入力  

［内容確認］ボタンをクリックすると「契約営業所情報」画面が表示されますので、内容が正

しいことを確認し、［次へ］ボタンをクリックします。 

（内容修正の操作については、第４章６（参考４）「契約営業所情報の操作方法について」を

ご確認ください。） 

 

 

（※）は入力必須項目 

 

画面名 区分 
継続申請で 

初期表示される項目 
空欄の項目 

契約営業所情

報 

（登録されてい

る契約営業所ご

との情報） 

契約営業所の区分（※）、委任

事項（※）、契約営業所名（漢

字・フリガナ）（※）、代表者・

受任者職氏名（役職、氏名）

（※）、郵便番号（※）、所在

地（※）、電話番号（契約事務）

（※）、FAX 番号（契約事務）、

メールアドレス（契約事務）

（※） 

 

 

 

 

「契約営業所情報」画面 

 



 - 41 - 

（参考４）契約営業所情報の操作方法について 

① 契約営業所情報を修正する場合 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

！ 契約営業所情報の入力についての注意点 

「契約営業所情報の入力」画面で契約営業所の追加・修正・削除を行った場合、

[次へ]ボタンまたは[一時保存]ボタンをクリックしないと、画面上で行った操作は

無効となります。 

[修正]ボタンをクリックすると、

「契約営業所情報の入力」に遷移

します。 

契約営業所情報の修正をし

ます。 
（２） 

（３） 

（１） 

契約営業所情報を修正する場合の注意点 

契約営業所情報の修正を行う場合は必ず[修正]ボタンから操作をしてください。[削除]ボタンで

削除をしてから、新たに契約営業所の登録を行いますと、現在ご使用中の IC カードが使用でき

なくなります。 

修正が完了したら、[契約営業

所情報を追加（変更）]ボタン

をクリックします。 
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② 契約営業所情報の削除をする場合 

 

 

③ 契約営業所情報の追加をする場合 

 

 

削除する場合は[削除]ボタンをクリ

ックします。 

（２） 

（３） 

（１） 契約営業所情報の入力を

します。 

[契約営業所の入力（追加）]ボタンを

クリックすると、「契約営業所情報の

入力」欄に遷移します。 

 

必要情報を入力し、[契約営業所情報

を追加（変更）]ボタンをクリックし

てください。 
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７ 申請先団体別契約営業所の選択 

内容を確認（必要に応じて修正）し、［次へ］ボタンをクリックします。 

 

（※）は入力必須項目 

画面名 
継続申請で 

初期表示される項目 
空欄の項目 

申請先団体別契約営業所の

選択 

申請先団体別契約営業所名

（申請先と契約営業所の紐付

け）（※） 

 

〔契約営業所情報の入力〕画面で登録した契

約営業所の全てがいずれかの団体に登録され

る必要があります。 

 

(4 
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８ 希望営業種目の入力 

内容を確認（必要に応じて修正）のうえ［次へ］ボタンをクリックします。 

営業種目（中分類）は、全業務（①物品の製造販売、②物品の買受、③役務の提供等）を通し

て１０種目まで基本順位（登録希望順位を付して）申請できます。 

なお、取扱内容（小分類、細分類）の選択にあたっては数の制限はありません。 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

（※）は入力必須項目 

画面名 
継続申請で 

初期表示される項目 
空欄の項目 

希望営業種目の入力 中分類（※）、小分類（※）、

その他の特記事項（※）、細分

類（※）、その他の内容参考事

項（※）、基本順位（※） 

 

追加手順１  

希望する営業種目（中分類）を選択（☑を入力）します。 

※選択を外すには、選択（☑）を再度クリックします。 

 

追加手順２  

中分類を選択すると、さらに取扱内容（小分

類・細分類）が表示されますので、取扱内容

を選択します。 

「その他」を選択する場合には、具体的な内

容も入力します。 

追加手順３  

選択した営業種目につい

て、基本順位欄に基本順位

を記入します。 
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９ 申請先団体別希望営業種目の選択 

「希望営業種目の入力」画面で選択した希望営業種目の基本順位が団体ごとに初期表示されま

す。内容を確認（必要に応じて修正）のうえ［次へ］ボタンをクリックします。 

 

 

 

（※）は入力必須項目 

画面名 
継続申請で 

初期表示される項目 
空欄の項目 

申請先団体別希望営業種目の選

択 

業種・営業種目（希望業種第

１希望～第１０希望）（※） 

 

 

 



 - 46 - 

１０ 有資格者情報の入力 

資格を有する職員の人数（延べ人数）を半角英数で入力のうえ［次へ］ボタンをクリックし

ます。（初期表示はありません。有資格者がいない場合は入力不要です。） 

 

 

 

（※）は入力必須項目 

画面名 
継続申請で 

初期表示される項目 
空欄の項目 

有資格者情報の入力  有資格者延べ人数 
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１１ 納税状況の入力 

内容を確認（必要に応じて修正）のうえ［次へ］ボタンをクリックします。 

（画面の一覧に申請先団体名の表示がないときは、そのまま［次へ]ボタンをクリックしてください。） 

 

 

 

（※）は入力必須項目 

画面名 
継続申請で 

初期表示される項目 
空欄の項目 

納税状況の入力 申請先団体別課税番号  

 

 

？ 課税番号の確認とは 

・第３章②「課税番号一覧」をご参照くださ

い。 

・申請先団体によっては、入力の必要がない

場合もあります。 



 - 48 - 

１２ ＩＳＯ認証取得状況の入力 

取得状況を入力のうえ［次へ］ボタンをクリックします。 

（初期表示はありません。認証を取得していない場合は入力の必要はありません。） 

 
 

（※）は入力必須項目 

画面名 
継続申請で 

初期表示される項目 
空欄の項目 

ISO 認証取得状況の入力  ISO9001 認証番号 

ISO14001 認証番号 
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１３ 申請書類（電子）アップロード 

電子添付書類が必要な場合には、申請先団体毎に添付書類の一覧が表示されます。 

［参照］ボタン（①）をクリックすると、「ファイルの指定」ダイアログ（②）が表示され

ますので、あらかじめご用意いただいた申請書類のファイルを指定（③参照）します。 

申請先団体のファイルの指定が全て終わりましたら、［次へ］ボタンをクリックします。 

 

 
 

？ アップロード書類とは 

申請先団体や希望営業種目によっては、申請データの入力時に電子書類（Excel

形式等の様式）の添付が必要となりますので、ポータルサイトの「手引書・書類」

タブや団体 HPからダウンロードし、あらかじめご用意ください。 

（第３章①「アップロード書類一覧」をご確認ください。） 

（※）は入力必須項目 

画面名 
継続申請で 

初期表示される項目 
空欄の項目 

申請書類アップロード  申請書類（電子ファイ

ル）（※） 

①クリックします。 

②ファイルを指定のうえ、［開く(O)］ボタンを 

クリックします。 

③ファイル名が入ります。 
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１４ 共通審査自治体の確認 

共通審査自治体名が表示されますので、確認のうえ［次へ］ボタンをクリックします。 

 
 

！ 共通審査自治体が変わることがあります（名簿有効期間内は固定です。）  

共通審査自治体は、名簿更新の都度、決定し直しますので、現名簿と次期名簿の申

請時点で変わることがあります。決定方法は、第１章６「審査の仕組み」をご確認

ください。 

 

？ 共通審査自治体名が空欄となっているが･･･ 

共通審査自治体名が空欄となっている場合には、欄右の「▼」ボタンをクリックし、

プルダウンリストに表示された団体の中から１団体を選択してください。 

 

（※）は入力必須項目 

画面名 
継続申請で 

初期表示される項目 
空欄の項目 

共通審査自治体の確認 共通審査自治体（※） 

（システムが自動選択します

が、空欄で表示されている場

合は共通審査自治体を選択し

てください。） 
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１５ 入力内容確認 

入力内容を確認し、［申請］ボタンをクリックします。 

（印刷して確認するには［印刷する］ボタンをクリックします。） 

 

 

 

？ 内容を確認したところ修正する必要が生じたのですが、どうすればよいですか？ 

内容を修正するには、［最初の入力画面に戻る］ボタンをクリックし、［次へ］ボ

タンで修正する画面まで進めて修正します。修正後は［次へ］ボタンで入力内容確

認画面まで進めることができます。 
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１６ 申請仮受付終了 

ここまで入力が完了すると、各団体に申請データが送信され「仮受付」の状態になります。 

また、同時に、入力者のメールアドレスに「入札参加資格審査申請仮受付通知メール」が自

動送信されます。 

本画面ではまず、［このページを印刷する]ボタンをクリックし印刷します。（①） 

次に、［表示・印刷］ボタンをクリックし、サブウインドウに表示される「別送書類送付書」

を印刷します。（②） 

全ての「別送書類送付書」の印刷が終わりましたら、［メニューに戻る］ボタン（③）をク

リックし、メニュー画面の［ログアウト］ボタンをクリックします。 

以上で、申請データの入力・送信は終了です。 

 

 

！ 「仮受付」と別送書類 

「仮受付」は、申請先団体への別送書類の到着をもって正式受付となりますが、

仮受付終了（申請データ送信）後、土・日・祝日を含む７日以内に別送書類が到着

するよう送付してください。 

？ 別送書類送付書を再印刷したいですが、どうすればよいですか？ 

トップページにある「入札参加資格申請」から新規申請の場合は新規申請用のID・

パスワードを、継続申請の場合は本店ID・パスワードを使用してログインしてくださ

い。 

「入札参加資格申請システムメニュー」→「申請・審査状況確認」→「申請内容表示」

→「別送書類一覧」から印刷を行うことができます。 

① 

② ボタンをクリックし印刷します。 

③ 
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１７ 「別送書類送付書」の送付 

  

 

 

 

①
送
付
手
順
の
確
認
（
必
読
）  

 

②
誓
約
・
同
意
内
容
の
確
認
（
必
読
） 

 

概
要  

 

③
別
送
書
類
の
確
認
（
必
読
）  

 

④別送書類の添付 
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？ 別送書類について 

・別送書類は仮受付日（データ送信日）から土・日・祝日を含む７日以内（必着）に郵送

してください。（※ただし、提出期日の最終日が日曜日、土曜日又は祝日の場合は、それ

以降の最初の平日とする。最終提出期限は令和８年２月２４日（火）必着）） 

・提出部数は各１部です。一旦提出された書類は返却いたしません。 

・別送書類送付書の到着をもって、正式な申請となります。 

・申請データや別送書類に不備があると申請先団体から補正指示が出される場合がありま

す。その場合は、第４章１８「補正申請」を参考に補正申請を行ってください。 

・審査が完了すると、申請先団体毎に審査完了通知が送信されますので、入札参加資格申

請システムにログインし、審査結果をご確認ください。 

・申請先団体から入札参加資格の認定を受けましたら、第３章④「追加届書類一覧」を確

認して追加届の登録を行ってください。 

 

⑥
送
付
先
宛
名
（
切
取
っ
て
利
用
）  
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１８ 補正申請 

申請データや別送書類に不備があると、申請先団体から補正指示が出る場合があります。 

補正指示には、［１］別送書類についてのみの補正指示と［２］申請データの補正を伴う補

正指示の２種類があります。なお、全ての申請先団体が補正指示の権限を有します。 

 

①補正指示内容の確認 

申請先団体から、メール等で補正指示の連絡を受けた場合には、本店ＩＤで入札参加資格

申請システムにログインしてその内容を確認（下図①）します。 

別送書類についてのみの補正指示のときは、審査理由欄の指示に従います。（申請データ 

の補正を伴わなければ、このまま［ログアウト］します。） 

 

① 

② 
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②補正申請の入力 

申請データの補正が必要な場合には、［補正申請］（上図②）をクリックします。入力画

面は当初の申請時とほぼ同じ構成ですので、補正項目の画面まで［次へ］ボタン等で進む

ことができます。 

 

補正指示内容を確認し、申請データの補正入力を行います。 

補正入力後は「入力内容確認」画面まで［次へ］ボタンで進めます。 

 

③入力内容確認 

内容を確認のうえ［申請］ボタンをクリックします。 

 

④申請仮受付終了 

ここまでの入力で、各団体に補正申請データが送信されます。 

申請先団体から別送書類送付書の送付の指示がある場合には、［表示・印刷］ボタンをク

リックし、サブウインドウに表示される「別送書類送付書」を印刷します。 

補正申請の手続きが終わりましたら、［メニューに戻る］ボタンをクリックし、メニュー

画面の［ログアウト］ボタンをクリックします。 

 

申請先団体からの補正指示内容が表示されます。 
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１９ 審査結果の確認 

各団体での審査状況はログイン後のメニューの「申請・審査状況確認」のリンクをクリック

することで確認できます。 

 

 

申請先団体全ての審査状況を確認することができます。 
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２０ 追加届（任意ですが入力にご協力ください） 

いずれかの申請先団体から入札参加資格の認定を受けると追加届の登録ができるようになり

ます。指名競争入札等の業者選定の参考としますが、入力は任意です。該当無しの場合は登

録不要です。 

 

！ 追加届入力時の注意点 

・団体の審査中は入力ができませんが、申請先団体のいずれかが審査完了となれば

入力可能です。審査完了通知（認定）メールが届くなど最初に審査完了となった後、

５日以内を目安に入力してください。入力が遅れても特に問題はありません。 

・全団体で共通して閲覧する情報であるため、団体毎に何度も入力する必要はあり

ません。 

・前回の申請時に追加届として入力した内容は引き継がれません。（初期表示なし） 

・追加届はそれぞれ１００件まで入力可能ですが、一旦登録すると変更はできませ

ん。間違えて登録した場合は、正しい内容を下段に追加登録してください。その際、

記入欄を１行使って「○○は誤りである」等の補足説明の記入をお願いします。 

・追加届には、①許可・登録等②契約実績③特約・代理店、メーカー情報の３種類

があります。 

・契約実績については、令和６年４月１日以降の契約について、官公庁（愛知県内

に限りません。）と民間の両方の実績がある場合は官公庁の実績を優先し、金額の

高い順に登録してください。単価契約の場合は、業務内容欄には数量も入力し、契

約金額欄には合算金額（単価×数量）を入力してください。 

・システムへの入力作業のみであり、書類の送付は不要です。 

・登録の完了通知メールは送信されません。 

 

①追加届の登録状況確認 

本店ＩＤで入札参加資格申請システムにログインし、追加届の登録状況を確認します。 

 

 

＜追加届の状況表示＞ 

「登録情報なし」 

情報未登録。 

（該当する情報がない場合には、登録不要です。） 

「登録済み」 

情報登録済み。 
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②追加届の登録 

登録を行う追加届の名称をクリックすると、入力画面が表示されますので、各項目を入力

のうえ、［登録］ボタンをクリックします。        （画面例） 

 

 

 

 

？ 「追加届入力補助シート」とは 

追加届の入力方法には、入力欄に直接入力する方法のほかに「追加届入力補助シー

ト（Excel）」で整理した情報を用いてデータの貼り付けを行う方法があります。 

Excel 上で情報の整理ができますので、追加届の内容を予め用意しておく場合や、

継続申請の都度、クリアされる情報を再利用したい場合等にご利用ください。 

操作方法については、あいち電子調達共同システム（物品等）ポータルサイト

（URL：https://www.buppin.e-aichi.jp/）「手引書・書類」の「3-1 第８章 追

加届」をご確認ください。 

また、追加届入力補助シートは「手引書・書類」の「（参考）追加届入力補助シー

ト」からダウンロードできます。 

 

追加届の申請先団体が表示されます。 

https://www.buppin.e-aichi.jp/

